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保護者⽀援・⼦育て⽀援

〜保育所・こども園の特性を活かした⽀援とは〜
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保育所保育指針にみる保護者⽀援・⼦育て⽀援
・昭和40年（1965年）「家庭との関係」
・平成2年（1990年）「家庭や地域社会と連携を密にして、家庭養育の補完
を⾏う」「保護者が⼦どもの状態を理解できるようにする」「保護者を指導
する」
・平成12年（2000年）第12章「虐待などへの対応」第13章「障害のある⼦ど
もの保育」「特別な配慮を必要とする⼦どもと保護者への対応」「地域にお
ける⼦育て⽀援」（児童福祉法改正の影響）
・平成20年（2008年）第6章「保護者に対する⽀援」創設：「保育所におけ
る保護者に対する⽀援の基本」「保育所に⼊所している⼦どもの保護者に対
する⽀援」「地域における⼦育て⽀援」
↓
・現⾏（2017年）の保育指針第４章「⼦育て⽀援」…⼦育て家庭への⽀援の
⽬的や内容、保護者との関係のあり⽅を明記



保育所保育指針「⼦育て⽀援」
• 2008年度版指針「保護者に対する⽀援」→2017年度版指針「⼦育て⽀援」
• ⼦育て⽀援：より広がりを意識した活動へ！
＊園が地域の拠点となって⼦育てのさまざまな問題にかかわり⽀援する
＊虐待やDVの発⾒・防⽌、地域の⾼齢者の⼒を若い世代の⼦育てにつなげる等を含めた
総合的な関係づくり、街づくりという広い意味合い
→ ⼦どもを社会全体で育てるという「⼦ども・⼦育て⽀援法」の理念を
反映させて、保育所もその⼀翼を担おうという呼びかけ

※⼦育てを⾃ら実践する⼒の向上をめざして、保護者と連携して⼦どもの育
ちを⽀えるという視点の強調
※地域の⼦育て家庭に対する⽀援…「積極的に⾏うよう努めること」（保育
所）「必ず実施すること」（認定こども園）



主な改定のポイント

・保護者の⾏う⼦育てを⽀援
・保護者と連携して⼦どもの育ちを⽀えることの強調
・保育の特性を⽣かして⾏うとともに、保育と連動して
いることへの理解の必要性
・外国籍の家庭等、特別な配慮を必要とする家庭のとら
え⽅の広がり
・保育所はソーシャルワーク機能を担うのではなく、
ソーシャルワーク機能を担う専⾨機関と連携しながら⽀
援を⾏う（ソーシャルワークを理解した上で、保育の専
⾨性…ケアワーク+乳幼児教育の専⾨性を基盤として）



改定のキーとなる概念は…

1. 保護者との相互理解

2. 地域に開かれた⼦育て⽀援



1. 保護者との相互理解
〜⼊所児の保護者を対象とした⽀援〜



第4章 2 保育所を利⽤している保護者に対する⽀援
（1）保護者との相互理解
ア⽇常の保育に関連した様々な機会を活⽤し⼦どもの
⽇々の様⼦の伝達や収集、保育所保育の意図の説明など
を通じて、保護者との相互理解を図るよう努めること。

イ保育の活動に対する保護者の積極的な参加は、保護者
の⼦育てを⾃ら実践する⼒の向上に寄与することから、
これを促すこと。



第4章 2 保育所を利⽤している保護者に対する⽀援

（2）保護者の状況に配慮した個別の⽀援
ア保護者の就労と⼦育ての両⽴等を⽀援するため、保護
者の多様化した保育の需要に応じ、病児保育事業など多
様な事業を実施する場合には、保護者の状況に配慮する
とともに、⼦どもの福祉が尊重されるよう努め、⼦ども
の⽣活の連続性を考慮すること。
イ⼦どもに障害や発達上の課題が⾒られる場合には、市
町村や関係機関と連携及び協⼒を図りつつ、保護者に対
する個別の⽀援を⾏うよう努めること。
ウ外国籍家庭など、特別な配慮を必要とする家庭の場合
には、状況等に応じて個別の⽀援を⾏うよう努めること。



第4章 2 保育所を利⽤している保護者に対する⽀援

（3）不適切な養育等が疑われる家庭への⽀援
ア保護者に育児不安等が⾒られる場合には、保護者の希
望に応じて個別の⽀援を⾏うよう努めること。

イ保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市町村
や関係機関と連携し、要保護児童対策地域協議会で検討
するなど適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる
場合には、速やかに市町村⼜は児童相談所に通告し、適
切な対応を図ること。



保護者との相互理解（連携）：
・⼀緒に⼦どもを育てていこうとする姿勢
・「信頼関係」構築への取り組み
・保護者理解のあり⽅
・園の保育に対する理解を深める⼯夫
・情報交換のあり⽅
・保護者の多様な⼦育ての悩みの理解
・保護者の悩みを受け⽌め、保護者が⾃信を持って⼦育てできるよう
に⽀えるためのスキル

↓
uman-to-manだけでなく
u園全体で対応するチームでの相談対応⼒



２. 地域に開かれた⼦育て⽀援
〜地域の⼦育て家庭を対象とした⽀援〜



保育施設等を利⽤していない⼦育て家庭



地域⼦育て⽀援拠点事業とは…





保育所やこども園における地域⼦育て⽀援サービス

（１）園の開放
１. 園庭開放

２. 園⽂庫開放（絵本の貸し出しなど）

３. 園の⾏事の活⽤（お祭りやバザーなど）

※コミュニケーションや体験の共有…モノや場・機会を提供するだけで
なく、さりげなく遊びに誘ってみたり、話しかけたりするなど



保育所やこども園における地域⼦育て⽀援サービス

（２）保育者の専⾨性を⽣かした活動の提供
１. 出張ひろば（出前保育）

２. 体験保育

３. 給⾷体験

※地域の親⼦が幼児教育や保育、児童⽂化財にふれる機会、園児とふれ
合い集団活動を体験する機会



保育所やこども園における地域⼦育て⽀援サービス

（３）⼀時預かり

※保護者の多様なニーズへの対応
・短期間の就労や冠婚葬祭など
・レスパイトサービス…保護者⾃⾝のリフレッシュのため

※通常の保育以上に、⼀⼈ひとりの⼦どもの⼼⾝の状態に注意し、
ていねいな対応が必要



地域に開かれた⼦育て⽀援：
u地域の保護者が利⽤しやすい環境を整え、安⼼して頼れる場所にな
ること

u地域の⼒を借りる姿勢
u地域の実態を知る姿勢
u地域の社会資源へつなぐ・つながる姿勢
u仕組みづくりを意識すること
u保育所の特性・強みと限界を理解してもらうこと
u情報交換のあり⽅を⼯夫すること



地域の⼦育て家庭への⽀援に必要な
２つの視点

⼦育て家庭を地域で⽀える
➕

⼦育てを⽀える地域をつくる



（１）地域⼦育て⽀援拠点リスト
（名称・サービス内容など）

例：つどい・広場・⼦育てサロンなど

（２）⼦育てに関する情報提供

例：⼦育てアプリ、⼦育てマップなど

先⽣⽅の在住・在勤の地域の⼦育て⽀援サービスは？







⼦育て⽀援の⼯夫は⾝近なところから
• 登降園時のやりとり
• 連絡帳、おたより、さまざまな記録の活⽤
• ホームページやSNSでの情報提供
• 保育参加、保育参観
• 園⾏事（運動会・作品展・親⼦遠⾜・夏祭り・保護者会など）
• ⼦育てひろば、⼀時保育、カフェ、談話スペースなど
• ⼦育てに関するイベント企画
• 地域の多様な⼈材、専⾨機関との交流・連携

…まずは⽇常的に取り組めることから…


